
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カーペット層と、該カーペット層の裏面に積層された緩衝材層とからなり、乗物の室内
側に設けられたフロアパネル上に敷設されるフロア敷設材であって、
　前記カーペット層は、表面から裏面への流れ抵抗値が１００Ｎｓｍ - 3以上、１０００Ｎ
ｓｍ - 3以下に調整されており、
　前記緩衝材層は、空気を包含する性質の素材からなり、表面から裏面への流れ抵抗値が
４０Ｎｓｍ - 3以上、８００Ｎｓｍ - 3以下に調整されて
　

いることを特徴とするフ
ロア敷設材。
【請求項２】
　前記カーペット層の前記流れ抵抗値は１００Ｎｓｍ - 3以上、５００Ｎｓｍ - 3以下に調整
されている、請求項１に記載のフロア敷設材。
【請求項３】
　前記カーペット層の裏面には熱可塑性樹脂からなる接合材が不連続に配設されており、
前記カーペット層と前記緩衝材層とは前記接合材を介して積層されている、請求項１また
は２に記載のフロア敷設材。
【請求項４】
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おり、
前記乗物が備えている原動機に比較的近い位置に配置される前記フロア敷設材の前記カ

ーペット層の前記流れ抵抗値は、前記原動機に比較的遠い位置に配置される前記フロア敷
設材の前記カーペット層の前記流れ抵抗値よりも低く設定されて



　前記カーペット層の中には、紛状または繊維状に形成された熱可塑性樹脂からなる成形
材が分散された状態で配設されている、請求項１から３のいずれか１項に記載のフロア敷
設材。
【請求項５】
　前記緩衝材層は、前記フロアパネル上に敷設された状態における厚さが５ｍｍ以上にな
るように設けられている、請求項１から のいずれか１項に記載のフロア敷設材。
【請求項６】
　前記緩衝材層の前記厚さは２０ｍｍ以上である、請求項 に記載のフロア敷設材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、乗物の室内の騒音を低減するために乗物の室内側のフロアパネル上に敷設さ
れるフロア敷設材 関する。
【０００２】
【従来の技術】
乗員室、荷物室、あるいはエンジン室などの自動車室内の騒音を低減するためには、自動
車室内に敷設する敷設材（具体的には、内装材としてのカーペットやダッシュサイレンサ
ー、その他のトリム材）の流れ抵抗値（通気度）の制御が重要な要素であることが、従来
から知られていた。
【０００３】
このような流れ抵抗値を制御することに関する従来技術は、特開昭５１－１１２８８９号
公報、特開昭５６－１４２０５４号公報、あるいは特開昭５９－１８６７５０号公報等に
開示されている。これらの従来技術は、いずれも、サイレンサーの通気度をある定められ
た範囲内に設定することによって、サイレンサーの吸音性を高めようとするものである。
【０００４】
この種の従来技術に関し、敷設材の流れ抵抗値について最も詳細な検討がなされているも
のとしては、特表２０００－５１６１７５号公報（ＰＣＴ／ＣＨ９７／００４１２）があ
る。
【０００５】
この特表２０００－５１６１７５号公報には、「少なくとも１つの面状車体パーツと、複
数層からなるノイズ低減アセンブリパッケージとを備えた多機能遮音キット」が開示され
ており、このノイズ低減アセンブリパッケージは「微少ポーラスを有した硬質層」を備え
、この硬質層は、Ｒ t＝５００Ｎｓｍ - 3～Ｒ t＝２５００Ｎｓｍ - 3という空気流に対しての
総抵抗を有し、とりわけＲ t＝９００Ｎｓｍ - 3～Ｒ t＝２０００Ｎｓｍ - 3という空気流に対
しての総抵抗を有するものとされている。この硬質層の流れ抵抗値は従来から開示されて
いた流れ抵抗値よりも相当低いものである。この国内公表に開示された従来技術は、硬質
層の流れ抵抗値をこのように規定することによって、中間的な周波数領域から高周波領域
における高い吸音性を達成しようとしている。
【０００６】
ところで、アセンブリの流れ抵抗値を制御して自動車室内の静粛化を図ろうとする特表２
０００－５１６１７５号公報の従来技術は、自動車を購入したユーザーがアセンブリの流
れ抵抗値のバランスを乱すような勝手な変更を行うことを考慮したものではない。例えば
、アセンブリが乗員室内の吸音に関して影響の大きいフロア敷設材である場合には、ユー
ザーが足下のフロア敷設材上に汚れ防止用のオプションピースマットを敷くと、流れ抵抗
値のバランスが変化してしまい、当初の設計で意図した吸音性を発揮できなくなる。特に
、流れ抵抗値を中心に吸音性を設計したフロア敷設材では、このバランスが崩れたときに
、当初の設計よりも自動車室内の騒音レベルが高くなるおそれがある。
【０００７】
したがって、この従来技術のアセンブリ（フロア敷設材）の上にはピースマット等を置く
べきではない。一般に自動車メーカーはピースマットのオプション設定無しで自動車を販
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売するが、音響設計の専門的な知識を持たない多くのユーザーは、自分で市販のピースマ
ットを購入してアセンブリ（フロア敷設材）上に置くこともある。そうすると、アセンブ
リ（フロア敷設材）の流れ抵抗値が変化してしまい、設計当初の自動車室内の静粛性が得
られないことになる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、取扱説明書等で啓蒙することで、ユーザーにアセンブリ（フロア敷設材）
上にピースマットを置くことを思いとどまらせることに成功したとしても、次なる問題が
ある。
【０００９】
いくらかの水分等が、乗員の足下に付着して、自動車室内（特に乗員足下の床面）に持ち
込まれることを避けることはできない。ピースマットを使用しないと、長い年月の間には
、これら室内に持ち込まれた水分等がフロア敷設材の中に沈みこんで、フロア敷設材を汚
すとともに、フロア敷設材の流れ抵抗値を初期値よりも増加させてしまう可能性がある。
そうすると、やはり流れ抵抗値が変化し、設計当初の自動車室内の静粛性が得られないこ
とになる。
【００１０】
自動車室内の吸音性について、ピースマット単体を配設した場合の吸音効果については、
先願である特開２００１－４７９２６号公報に開示されている。しかし、従来において、
フロア敷設材とピースマットとを組み合わせた場合の効果についての研究がなされた例は
無い。
【００１１】
従来の多くのピースマットは、防汚や防水を目的にしているので、成形した樹脂マットや
ゴムマットで構成されている。そのため、従来の多くのピースマットは、通気性が無く、
その流れ抵抗値は無限大である。このようなピースマットは、自動車の室内において、音
波を吸収する性質よりも、むしろ音波を反射する性質を有している。そのため、ピースマ
ットを自動車の室内に配設することにより、自動車室内の吸音性が低下して、騒音レベル
が上がってしまう。本発明者らは、この事実を実車試験により確認した。
【００１２】
　本発明は上記の従来技術が有する課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、吸音
性および遮音性が最適化されたフロア敷設材 提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明のフロア敷設材は、カーペット層と、該カーペット層
の裏面に積層された緩衝材層とからなり、乗物の室内側に設けられたフロアパネル上に敷
設されるフロア敷設材であって、前記カーペット層は、表面から裏面への流れ抵抗値が１
００Ｎｓｍ - 3以上、１０００Ｎｓｍ - 3以下に調整されており、前記緩衝材層は、空気を包
含する性質の素材からなり、表面から裏面への流れ抵抗値が４０Ｎｓｍ - 3以上、８００Ｎ
ｓｍ - 3以下に調整されて

いることを特徴とする。
【００１４】
本発明のフロア敷設材は、特にカーペット層の表面から裏面への流れ抵抗値を１００Ｎｓ
ｍ - 3以上、１０００Ｎｓｍ - 3以下に調整することにより、吸音性を向上させている。
【００１５】
下記の式（１）、
吸音率＝４Ｒｎ／｛（Ｒｎ＋１） 2＋Ｘｎ 2｝・・・式（１）
（ここで、音響抵抗Ｒｎの値は１～２の間で、音響リアクタンスＸｎは０に近いほど高い
吸音率を示す。）
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おり、前記乗物が備えている原動機に比較的近い位置に配置され
る前記フロア敷設材の前記カーペット層の前記流れ抵抗値は、前記原動機に比較的遠い位
置に配置される前記フロア敷設材の前記カーペット層の前記流れ抵抗値よりも低く設定さ
れて



によって算出される吸音率に関し、流れ抵抗値が１００Ｎｓｍ - 3以上、５００Ｎｓｍ - 3以
下の範囲にある場合には、吸音率のパラメータである音響抵抗Ｒｎおよび音響リアクタン
スＸｎの値が吸音率を高くする範囲内の値になるが、流れ抵抗値が５００Ｎｓｍ - 3を超え
ると、Ｒｎの値が吸音率を高くする範囲から徐々に外れ始め、１０００Ｎｓｍ - 3を超える
とＲｎ，Ｘｎの値ともに吸音率を高くする範囲から外れる。なお、流れ抵抗値を１００Ｎ
ｓｍ - 3未満にした場合にも吸音率は高くなるが、この場合にはカーペット層の意匠となる
パイル等を担持する強度が低下し、パイル等が抜け落ち易くなること等が生じるため、実
用上好ましくない。このことから、カーペット層の表面から裏面への流れ抵抗値を１００
Ｎｓｍ - 3以上、１０００Ｎｓｍ - 3以下に調整することにより、実用上、吸音性を向上させ
ることに関して一定の効果を得ることができることがわかる。
【００１６】
さらに、上記の観点から、前記カーペット層の前記流れ抵抗値は１００Ｎｓｍ - 3以上、５
００Ｎｓｍ - 3以下に調整されていることが好ましい。
【００１７】
また、前記カーペット層の裏面には熱可塑性樹脂からなる接合材が不連続に配設されてお
り、前記カーペット層と前記緩衝材層とは前記接合材を介して積層されている構成として
もよい。このように、カーペット層の裏面に不連続に配置された熱可塑性樹脂からなる接
合材が配設されている場合には、この接合材を加熱して貼着材化させることにより、カー
ペット層の流れ抵抗値を大きく変えることなく、カーペット層の裏面に緩衝材層を接合す
ることができる。
【００１８】
また、前記カーペット層の中には、紛状または繊維状に形成された熱可塑性樹脂からなる
成形材が分散された状態で配設されている構成としてもよい。
【００１９】
本発明のように、カーペット層の中に、紛状または繊維状に形成された熱可塑性樹脂から
なる成形材を分散した状態で配設することにより、カーペット層の流れ抵抗値を容易に調
整することが可能になる。カーペット層の中にこのような成形材を分散して設ける手法と
しては、カーペット層の中に成形材を均一に混入させたり、あるいは、カーペット層を複
層化した構成とし、その層間に成形材を均一に散布したりすることなどが適している。カ
ーペット層中に分散して設けられた成形材は、カーペット層の成形時に加えられる熱によ
って可塑化して、カーペット層に成形性（形状維持性）を付与するとともに、カーペット
層の成形時に加えられる押圧力によって、その粉状または繊維状の形態をいくらか失いな
がら、繊維質のカーペット層の編目内に実質的に入り込んで、カーペット層の一部の編目
に対して「目止め」を行う。このように成形されたカーペット層のうち、成形材によって
「目止め」がされた編目は通気性を有さず、「目止め」がされていない編目は通気性を有
している。そのため、カーペット層の編目のうちの「目止め」を行う割合を変えることに
よって、カーペット層の流れ抵抗値を容易に調整することができる。
【００２０】
例えば、カーペット層の成形時の温度や押圧力等の成形条件に合わせて、粉状または繊維
状の成形材の大きさや配設密度を設定することにより、カーペット層の流れ抵抗値を容易
に調整することができる。また、成形材の配設密度を部分的に変えることにより、カーペ
ット層の流れ抵抗値を部分的に変えることも可能である。これに対し、カーペット層に成
形性を付与する素材として従来の連続したシート状の裏打材を用いた場合には、カーペッ
ト層の流れ抵抗値を細かく調整したり、部分的に調整したりすることは困難である。
【００２２】
また、前記緩衝材層は、前記フロアパネル上に敷設された状態における厚さが５ｍｍ以上
になるように設けられていてもよい。さらには、前記緩衝材層の前記厚さは２０ｍｍ以上
である構成としてもよい。緩衝材層は、空気を包含する性質の素材からなり、カーペット
層とフロアパネルとの間に空気層をもたらし、室内の騒音レベルを低減させることに寄与
するものである。そして、緩衝材層が上記のように４０Ｎｓｍ - 3以上、８００Ｎｓｍ - 3以
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下に調整されている流れ抵抗値を有している場合には、その厚さを５ｍｍ以上、好ましく
は２０ｍｍ以上にすることが、室内の騒音レベルを低減させる上で有効である。
【００３４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００３５】
（フロア敷設材）
図１は、本発明の一実施形態に係るフロア敷設材を示す断面図である。
【００３６】
本実施形態に係るフロア敷設材１０は、自動車の室内側のフロアパネル上に敷設されるも
のであり、裏面に熱可塑性樹脂からなる不連続な接合材１１ａを備えたカーペット層１１
と、そのカーペット層１１の裏面に接合材１１ａを介して積層された緩衝材層１２とから
なる。
【００３７】
カーペット層１１には、融点温度が比較的低いメルトファイバーやパウダーなどからなる
成形材（不図示）が含まれていることが好ましい。この場合、これらメルトファイバーや
パウダーはカーペット層１１の中にほぼ均一に分散して配設されていることが好ましい。
メルトファイバーやパウダーをカーペット層１１の中に分散して設ける手法としては、カ
ーペット層１１の中にメルトファイバーやパウダーを均一に混入させる手法を用いてもよ
いし、あるいは、カーペット層１１を複層化した構成とし、その層間に成形材を均一に散
布する手法を用いてもよい。
【００３８】
平坦でない部位を多く含む自動車室内のフロアパネル上に敷設されるフロア敷設材１０は
、そのフロアパネルに沿う形状に成形する必要がある。カーペット層１１に融点温度が比
較的低いメルトファイバーやパウダーが含まれていると、カーペット層１１を加熱するこ
とで可塑性が発現し、カーペット層１１を自動車室内のフロアパネルに沿う形状に容易に
型成形することが可能になる。
【００３９】
さらに、カーペット層１１に含まれたメルトファイバーやパウダーは、カーペット層１１
を構成する繊維相互の絡み合いに寄与し、また、カーペット層１１の流れ抵抗値を目標と
する範囲内に調整することにも用いることができる。
【００４０】
一方、接合材１１ａは、例えば、融点温度が比較的低い低融点熱可塑性樹脂をカーペット
層１１の裏面に粉状または繊維状に散布することによって形成される。この場合の散布の
面密度は、３０～２００ｇ／ｍ 2とすることが好ましい。これによれば、低融点熱可塑性
樹脂からなる接合材１１ａをカーペット層１１の裏面に散布した後に、その接合材１１ａ
を直接加熱するか、あるいはカーペット層１１を加熱して間接的に加熱することにより、
その接合材１１ａが可塑化する。そして、接合材１１ａが可塑化した状態のときにカーペ
ット層１１の裏面に緩衝材層１２を張り合わせる。すると、可塑化した接合材１１ａは、
カーペット層１１および緩衝材層１２とからまり、固化する際に両者を接着する。このと
き、カーペット層１１と緩衝材層１２とは、散布された接合材１１ａによって不連続に点
々と接着されるため、カーペット層１１が有している通気性が損なわれることはない。
【００４１】
カーペット層１１は、通気を遮断する性質のバッキング等が廃されており、表面から裏面
への流れ抵抗値が１００Ｎｓｍ - 3以上、１０００Ｎｓｍ - 3以下、好ましくは１００Ｎｓｍ
- 3以上、５００Ｎｓｍ - 3以下に調整されている。カーペット層１１の流れ抵抗値を調整す
る手段としては、あらゆる手段が可能であり、たとえばカーペット層１１に部分的に孔加
工することも含まれる。
【００４２】
緩衝材層１２としては、空気を包含する性質の素材からなり、押圧に耐える反撥性を有す
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る「腰」のあるものが適する。緩衝材層１２の素材としては、たとえば実用新案登録第２
５５５７１０８号公報に記載されたポリエステル繊維（９５～５０ｗｔ％）と低融点熱可
塑性繊維（５～５０ｗｔ％）との混合繊維マットがある。この他にも、緩衝材層１２の素
材にはウレタンフォーム等の樹脂発泡体を用いることも可能である。
【００４３】
緩衝材層１２の厚さは、敷設状態で５ｍｍ以上、好ましくは２０ｍｍ以上あることが好ま
しい。緩衝材層１２は成形されていても良いが、実質的に全ての部位で５ｍｍ以上の厚さ
が確保されている。また、緩衝材層１２は、流れ抵抗値が４０Ｎｓｍ - 3以上、８００Ｎｓ
ｍ - 3以下に調整されている。緩衝材層１２は、上記のように空気を包含する性質の素材か
らなり、カーペット層１１とフロアパネル（不図示）との間に空気層をもたらし、室内の
騒音レベルを低減させることに寄与するものである。そして、緩衝材層１２が上記のよう
に４０Ｎｓｍ - 3以上、８００Ｎｓｍ - 3以下に調整されている流れ抵抗値を有している場合
には、その厚さを５ｍｍ以上、好ましくは２０ｍｍ以上にすることが、室内の騒音レベル
を低減させる上で有効である。
【００４４】
なお、空気を包含する性質の乏しい素材であっても、多数の孔加工を行って空気包含性を
与えることで、緩衝材層１２の素材として用いることが可能である。たとえば、敷設材（
カーペット層）に剛性が必要なトンネル部などの立壁部分では、空気を含みにくいハード
シート等を緩衝材層１２として設ける必要があるが、この場合でもそのハードシート等に
孔加工を行うことにより、そのハードシート等に空気包含性を与えることができる。
【００４５】
また、自動車の原動機（エンジン）に比較的近い位置に配置されるフロア敷設材１０のカ
ーペット層１１の流れ抵抗値は、そのエンジンに比較的遠い位置に配置されるフロア敷設
材１０のカーペット層１１の流れ抵抗値よりも低く設定されていることが好ましい。これ
により、エンジンに起因する室内の騒音を低減することが可能になる。
【００４６】
以下に、上記構成によって室内の騒音が低減することの理由を示す実験結果について説明
する。
【００４７】
本発明者らは、排気量が３０００ｃｃのエンジンをフロント側に備えたセダン型自動車で
ある実験車両の室内に、流れ抵抗値が４００Ｎｓｍ - 3のカーペット層Ａを有するフロア敷
設材を設置した場合と、流れ抵抗値が２０００Ｎｓｍ - 3のカーペット層Ｂを有するフロア
敷設材を設置した場合について、その実験車両を粗面路に相当するダイナモ上で時速６０
ｋｍの速度で定速走行させて、自動車室内の様々な部位に設置したマイクロホンで騒音レ
ベルを測定した。
【００４８】
図２（ａ）は室内の運転者の耳位置（運転者が騒音を聞き取る位置）における騒音レベル
を示すグラフであり、図２（ｂ）は室内の後席乗車員の耳位置（後席乗車員が騒音を聞き
取る位置）における騒音レベルを示すグラフである。図２（ａ），（ｂ）から、騒音レベ
ルは、運転者の耳位置と後席乗車員の耳位置の両方とも、周波数が１６０Ｈｚ及び２５０
Ｈｚのときに高くなることがわかる。さらに、図２（ａ）から、運転者の耳位置における
１６０Ｈｚ及び２５０Ｈｚでの騒音レベルは、流れ抵抗値の小さいカーペット層Ａの方が
低く、図２（ｂ）から、後席乗員者の耳位置における１６０Ｈｚ及び２５０Ｈｚでの騒音
レベルは、流れ抵抗値の大きいカーペット層Ｂの方が低いことがわかる。
【００４９】
図３（ａ），（ｂ）は、最も騒音レベルの高い周波数である１６０Ｈｚと２５０Ｈｚにつ
いて、室内の運転者の足元のカーペット層近接位置（カーペット層の表面から５ｃｍの位
置）から、運転者の耳位置（カーペット層の表面から１３０ｃｍの位置）まで、２５ｃｍ
間隔で騒音レベルを測定した結果を示すグラフである。図３（ａ）は１６０Ｈｚの場合に
ついて示し、図３（ｂ）は２５０Ｈｚの場合について示している。
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【００５０】
また、図４（ａ），（ｂ）は、最も騒音レベルの高い周波数である１６０Ｈｚと２５０Ｈ
ｚについて、室内の後席乗車員の足元のカーペット層近接位置（カーペット層の表面から
５ｃｍの位置）から、後席乗車員の耳位置（カーペット層の表面から１０５ｃｍの位置）
まで、２５ｃｍ間隔で騒音レベルを測定した結果を示すグラフである。図４（ａ）は１６
０Ｈｚの場合について示し、図４（ｂ）は２５０Ｈｚの場合について示している。
【００５１】
図３（ａ），（ｂ）および図４（ａ），（ｂ）から、騒音レベルはカーペット層からの距
離によって変化することがわかる。これは、カーペット層の流れ抵抗値により、自動車室
内空間の音響モードが位置によって変化するためであると考えられる。
【００５２】
ここで、運転者の耳位置（カーペット層の表面から１３０ｃｍの位置）と、後席乗車員の
耳位置（カーペット層の表面から１０５ｃｍの位置）とに着目すると、運転者の耳位置で
の騒音レベルはカーペット層Ａを用いた場合の方が低く（図３（ａ），（ｂ））、後席乗
車員の耳位置での騒音レベルはカーペット層Ｂを用いた場合の方が低い（図４（ａ），（
ｂ））ことがわかる。つまり、エンジンに比較的近い位置である運転者の耳位置ではカー
ペット層１１の流れ抵抗値を比較的低く設定し、エンジンに比較的遠い位置である後席乗
車員の耳位置ではカーペット層１１の流れ抵抗値を比較的高く設定することで、室内の騒
音レベルを全体的に低くすることができることがわかる。エンジンに比較的近い位置と遠
い位置とでカーペット層１１の流れ抵抗値にどの程度の差を設けるかは、室内全体におい
てバランスのとれた吸音性、遮音性を発揮することができるように、室内の形状等によっ
て個々に設定されることが好ましい。
【００５３】
なお、上記では接合材１１ａを用いてカーペット層１１と緩衝材層１２とを接着する例を
示したが、カーペット層１１と緩衝材層１２とは必ずしも互いに接着されている必要はな
く、例えば、緩衝材層１２の上にカーペット層１１が単に載せられた構成であってもよい
。
【００５４】
（ピースマット）
図５は、本発明の一実施形態に係るピースマットを示す断面図である。
【００５５】
図５に示すように、本実施形態のピースマット２０は、パイル糸が立毛成形されてなる立
毛パイル層２１と、立毛パイル層２１を担持した基布層２２と、基布層２２の裏面との間
に不連続な接合材２３を介して積層されたクッション材層２４とからなり、立毛パイル層
２１の表面からクッション材層２４の裏面にかけて通気性を有している。このピースマッ
ト２０は、好ましくは、立毛パイル層２１を担持した基布層２２とクッション材層２４と
を、それらの間に不連続に配置した低融点熱可塑性樹脂からなる接合材２３を挟んで重ね
合わせ、サクションヒーター（不図示）で通気加熱して接合材２３を可塑化させた後、プ
レスローラー（不図示）で基布層２２とクッション材層２４とを押圧することによって作
製される。
【００５６】
ピースマット２０は、その周縁部を、基布層２２とクッション材層２４とを共に溶断して
トリミングすることが好ましい。溶断によってトリミングされた切断面は、美観が向上す
る。基布層２２やクッション材層２４が熱可塑性素材で構成されていれば、例えばレーザ
ー光を照射してピースマット２０の周縁部を溶断することができる。
【００５７】
ピースマット２０の各構成（立毛パイル層２１、基布層２２、クッション材層２４）の素
材は、上記のフロア敷設材１０のカーペット層１１および緩衝材層１２の素材と同種のも
のを用いることが可能である。好適な例としては、立毛パイル層２１には、パイル高さが
５～１５ｍｍであり、単位面積当たり５００～１３００ｇ／ｍ 2であるポリプロピレン繊
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維またはナイロン繊維を用い、基布層２２には、基布の裏面に低目付のラテックス加工を
施してなる、単位面積当たり８０～１５０ｇ／ｍ 2のポリエステルのスパンボンドを用い
、クッション材層２４には、繊維太さが４～３０デニールのレギュラー繊維（７０～９０
ｗｔ％）に対して、繊維太さが２～６デニールの低融点繊維（１０～３０ｗｔ％）が混繊
されている、厚さが２～５ｍｍで、単位面積当たり１００～７００ｇ／ｍ 2のポリエステ
ル不織布や、厚さが２～５ｍｍで、単位面積当たり４０～５００ｇ／ｍ 2の軟質ウレタン
フォームを用いることができる。
【００５８】
ピースマット２０の立毛パイル層２１の表面からクッション材層２４の裏面への流れ抵抗
値が１００Ｎｓｍ - 3以上、１５００Ｎｓｍ - 3以下に調整されていれば、フロア敷設材１０
（図１参照）上にピースマット２０を配設した際に吸音性および遮音性が高められ、室内
の騒音は低減される。この吸音性および遮音性を調整するために、クッション材層２４等
に孔加工を施してもよい。
【００５９】
立毛パイル層２１および基布層２２の流れ抵抗値とクッション材層２４の流れ抵抗値につ
いては、本実施形態では、立毛パイル層２１の表面から基布層２２の裏面への流れ抵抗値
が８０Ｎｓｍ - 3以上、７００Ｎｓｍ - 3以下に調整され、クッション材層２４の表面から裏
面への流れ抵抗値が４０Ｎｓｍ - 3以上、１０００Ｎｓｍ - 3以下に調整されている。
【００６０】
（フロア敷設材とピースマットとの配設構造）
図６は、図１に示したフロア敷設材上に図５に示したピースマットを配設した状態を示す
断面図である。
【００６１】
フロア敷設材１０の上にピースマット２０を配設してなる配設構造に、最適な吸音性およ
び遮音性を発揮させるためには、実車走行試験を行い、フロア敷設材１０上の各位置にピ
ースマット２０を置いて室内の騒音レベルを測定して、その実車ごとにピースマット２０
の最適な配設位置を見出すのが最も良い手法である。
【００６２】
しかし、これまで多くの異なる自動車について騒音レベルの測定を行い、さらにソフトウ
ェアを利用して解析した結果から、室内の騒音レベルを低下させるためには、フロア敷設
材１０上のピースマット２０の最適な配設について、一般的に以下の▲１▼～▲３▼の基
準を満たしている必要があることが判明している。
【００６３】
▲１▼フロア敷設材１０とピースマット２０とが重ね合わされている領域の、フロア敷設
材１０のうちのカーペット層１１とピースマット２０とを合わせた部分は、単位面積当た
り１５００ｇ／ｍ 2以上、４５００ｇ／ｍ 2以下に調整されているとともに、ピースマット
２０の表面からカーペット層１１の裏面への流れの抵抗値が１５０Ｎｓｍ - 3以上、１８０
０Ｎｓｍ - 3以下に調整されていること。
【００６４】
▲２▼少なくとも乗員の足下（乗用車の場合は、少なくとも前席乗員の足下）の部分が平
坦になるように配設すること。
【００６５】
▲３▼ピースマット２０の分割されている部分や、ピースマット２０とフロア敷設材１０
との間に隙間が生じていないこと。
【００６６】
そのため、実車試験によらなくても、上記の基準に沿うように配設構造を構成することに
よって、配設構造の最適な吸音性および遮音性を得ることができる。図６に示したフロア
敷設材とピースマットとの配設構造では、室内に存在する音波のうち、ピースマット２０
方向に進んだ成分Ｎ 1は、ピースマット２０を抜けてフロア敷設材１０に達し、フロア敷
設材１０によって高い比率で吸音される。そのため、フロア敷設材１０に達した成分Ｎ 1
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のうちフロア敷設材１０で反射される成分Ｎ 2は非常に少なくなり、室内の騒音が低減さ
れる。
【００６７】
ピースマット２０は、フロア敷設材１０の敷設位置の形状に追随して変形する柔軟性を有
し、フロア敷設材１０上に配設する際にフロア敷設材１０との間に大きな隙間を生じない
ことが好ましい。
【００６８】
フロア敷設材１０のカーペット層１１（図１参照）の表面のうち、ピースマット２０が配
設される部分は、他の部分よりも低く設けられている。そのため、ユーザーが、フロア敷
設材１０の上にピースマット２０の配設位置の形状に合わない市販のピースマットを配設
しようとしても、完全に配設することができないので、純正でないピースマットが配設さ
れることを防止できる。また、ユーザーがピースマット２０の配設位置を認識し易くなる
ので、ピースマットが、設置しても吸音性が最適化されない、誤った位置に配設されるお
それがなくなる。さらには、配設後のピースマット２０の位置ずれが起こりにくくなる。
【００６９】
なお、フロア敷設材１０のカーペット層１１の表面のうち、ピースマット２０が配設され
る部分を他の部分よりも低く設ける手法としては、カーペット層１１を成形する際にこの
部分を他の部分よりも低くするように成形する手法を用いてもよいし、あるいは、図６に
示すように、カーペット層１１の表面の、ピースマット２０が配設される部分のパイルの
高さを、他の部分のパイルよりも低く設ける手法を用いてもよい。
【００７０】
また、フロア敷設材１０およびピースマット２０の少なくとも一方には、水を弾く撥水性
の素材からなる撥水層と、水を吸収する素材からなる吸水層とのうちの少なくともいずれ
か１つが設けられていることが好ましい。これにより、例えば乗員の足下に付着して室内
に持ち込まれる水分等がピースマット２０やフロア敷設材１０の中にしみ込むのを抑える
ことができ、ピースマット２０やフロア敷設材１０の有する吸音性および遮音性が、その
ような水分等によって低下してしまうことを防止することが可能になる。
【００７１】
さらに、フロア敷設材１０の緩衝材層１２（図１参照）およびピースマット２０のクッシ
ョン材層２４（図５参照）は、空気を含有する多数の孔が少なくとも一部に設けられてい
てもよい。これにより、配設構造全体のクッション性が向上し、また、吸音性、遮音性を
調整することができる。
【００７２】
【実施例】
以下、上記に説明したフロア敷設材、ピースマット、およびこれらの配設構造の実施例に
ついて説明する。
【００７３】
（各実施例および各比較例の構成）
＜実施例１＞
通気性を持つ以下のフロア敷設材１０の上に、以下のピースマット２０を配設した。
【００７４】
本実施例のフロア敷設材１０には、流れ抵抗値が４００Ｎｓｍ - 3のニードルパンチカーペ
ットからなるカーペット層１１に、厚さが３０ｍｍで、密度ρが０．１ｇ／ｃｍ 3のポリ
エステル繊維フェルトからなる緩衝材層１２を積層させて作製したものを用いた。
【００７５】
また、本実施例のピースマット２０には、単位面積当たり６００ｇ／ｍ 2の立毛パイル層
２１を担持した、単位面積当たり１２０ｇ／ｍ 2の基布の裏面にＳＢＲ（スチレン・ブタ
ジエン・ゴム）樹脂のラテックス加工を施してなる基布層２２に、接合材２３としてポリ
エチレン樹脂の短繊維を単位面積当たり１００ｇ／ｍ 2に散布して形成した貼着層を介し
て、単位面積当たり１００ｇ／ｍ 2のポリエステル繊維不織布からなるクッション材層２
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４を積層して作製した、流れ抵抗値が１００Ｎｓｍ - 3のものを用いた。
【００７６】
＜実施例２＞
実施例１と同じフロア敷設材１０の上に、以下のピースマット２０を配設した。
【００７７】
本実施例のピースマット２０には、単位面積当たり６００ｇ／ｍ 2の立毛パイル層２１を
担持した、単位面積当たり１２０ｇ／ｍ 2の基布の裏面にＳＢＲ樹脂のラテックス加工を
施してなる基布層２２に、接合材２３としてポリエチレン樹脂の短繊維を単位面積当たり
１５０ｇ／ｍ 2に散布して形成した貼着層を介して、単位面積当たり２５０ｇ／ｍ 2のポリ
エステル繊維不織布からなるクッション材層２４を積層して作製した、流れ抵抗値が５０
０Ｎｓｍ - 3のものを用いた。
【００７８】
＜実施例３＞
実施例１と同じフロア敷設材１０の上に、以下のピースマット２０を配設した。
【００７９】
本実施例のピースマット２０には、単位面積当たり６００ｇ／ｍ 2の立毛パイル層２１を
担持した、単位面積当たり１２０ｇ／ｍ 2の基布の裏面にＳＢＲ樹脂のラテックス加工を
施してなる基布層２２に、接合材２３としてポリエチレン樹脂の短繊維を単位面積当たり
３５０ｇ／ｍ 2に散布して形成した貼着層を介して、単位面積当たり５５０ｇ／ｍ 2のポリ
エステル繊維不織布からなるクッション材層２４を積層して作製した、流れ抵抗値が１０
００Ｎｓｍ - 3のものを用いた。
【００８０】
＜実施例４＞
実施例１と同じフロア敷設材１０の上に、以下のピースマット２０を配設した。
【００８１】
本実施例のピースマット２０には、単位面積当たり６００ｇ／ｍ 2の立毛パイル層２１を
担持した、単位面積当たり１２０ｇ／ｍ 2の基布の裏面にＳＢＲ樹脂のラテックス加工を
施してなる基布層２２に、接合材２３としてポリエチレン樹脂の短繊維を単位面積当たり
５００ｇ／ｍ 2に散布して形成した貼着層を介して、単位面積当たり７００ｇ／ｍ 2のポリ
エステル繊維不織布からなるクッション材層２４を積層して作製した、流れ抵抗値が１５
００Ｎｓｍ - 3のものを用いた。
【００８２】
［比較例１］
実施例１と同じフロア敷設材１０のみを用い、フロア敷設材１０上にピースマットは配設
していない。つまり、本比較例では、ピースマットの流れ抵抗値はゼロである。
【００８３】
［比較例２］
実施例１と同じフロア敷設材１０の上に、以下のピースマットを配設した。
【００８４】
本比較例のピースマットには、単位面積当たり６００ｇ／ｍ 2の立毛パイル層を担持した
、単位面積当たり１２０ｇ／ｍ 2の基布の裏面に、単位面積当たり１３００ｇ／ｍ 2のゴム
質の裏打材を施した、通気の無い構成のものを用いた。つまり、本比較例では、ピースマ
ットの流れ抵抗値は無限大である。
【００８５】
［比較例３］
実施例１と同じフロア敷設材１０の上に、以下のピースマット２０を配設した。
【００８６】
本比較例のピースマット２０には、単位面積当たり６００ｇ／ｍ 2の立毛パイル層２１を
担持した、単位面積当たり１２０ｇ／ｍ 2の基布の裏面にＳＢＲ樹脂のラテックス加工を
施してなる基布層２２に、接合材２３としてポリエチレン樹脂の短繊維を単位面積当たり
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５５０ｇ／ｍ 2に散布して形成した貼着層を介して、単位面積当たり８００ｇ／ｍ 2のポリ
エステル繊維不織布からなるクッション材層２４を積層して作製した、流れ抵抗値が２０
００Ｎｓｍ - 3のものを用いた。
【００８７】
（評価方法）
（１）実験室での垂直入射吸音率および透過損失（遮音）の評価
各実施例および各比較例のフロア敷設材とピースマットとの配設構造に相当するサンプル
を作製し、これらのサンプルの各々についてピースマットのパイル方向からノイズを入射
させたときの４００～４０００Ｈｚにおける吸音率を測定し、互いの測定結果を比較した
。また、上記の各サンプルに、実車両と同様に厚さ０．８ｍｍの鉄板からなるパネルをそ
れぞれ組み合わせたものの各々について、パネル側からノイズを入射させたときの４００
～４０００Ｈｚにおける透過損失を測定し、互いの測定結果を比較した。
（２）実車による自動車室内の騒音レベルの評価
排気量が２５００ｃｃのエンジンをフロント側に備えた、リヤ駆動方式のセダン型自動車
である実験車両に、各実施例および各比較例のフロア敷設材とピースマットとの配設構造
に相当するサンプルを設置し、その実験車両を粗面路に相当するダイナモ上で時速６０ｋ
ｍの速度で定速走行させて、自動車室内の運転者の耳位置においたマイクロホンで１２５
～４０００Ｈｚにおける騒音レベルを測定した。
【００８８】
なお、ピースマットは運転席、助手席、および後席の足元部と後席のトンネル上部とに設
置した。また、ピースマットの表面の面積は合計で約１．５ｍ 2とした。この場合、ピー
スマットの表面の面積は、フロア敷設材の表面の面積の約３０％を占める。
【００８９】
（評価結果）
図７は実験室での４００～４０００Ｈｚにおける垂直入射吸音率の測定結果を示すグラフ
、図８は実験室での４００～４０００Ｈｚにおける透過損失の測定結果を示すグラフ、図
９は実車による自動車室内の運転者の耳位置での騒音レベルの測定結果を示すグラフであ
る。
【００９０】
比較例１を除くと、ピースマットの流れ抵抗値は、実施例１が最も小さく、次に、実施例
２，３，４の順に小さく、次に比較例３，２の順に小さい。このことから、垂直入射吸音
率は、図７より、ほぼ全ての周波数帯域において、ピースマットの流れ抵抗値が小さい順
に高くなっていることがわかる。一方、透過損失はこれとは逆に、図８より、ほぼ全ての
周波数帯域において、ピースマットの流れ抵抗値が高い順に高くなっていることがわかる
。また、図９より、自動車室内の運転者の耳位置での騒音レベルも、ほぼ全ての周波数帯
域において、ピースマットの流れ抵抗値が高い順に高くなっていることがわかる。
【００９１】
ここで、比較例１はピースマットの流れ抵抗値が実質的にゼロであり、実施例１の流れ抵
抗値よりも小さいにもかかわらず、図７に示すように、比較例１の垂直入射吸音率が実施
例１よりも低くなっている。これは、ピースマット自体も入射音をいくらか吸収するが、
比較例１はピースマットを備えていないため、ピースマット自体が有する吸音性が得られ
ていないことに依るものと考えられる。
【００９２】
なお、上記では、フロア敷設材１０やピースマット２０を乗用自動車の室内に配設する例
を用いて説明したが、これらのフロア敷設材１０やピースマット２０をバスやトラックの
室内、あるいは、船、電車車両、飛行機等のあらゆる乗物の室内に配設した場合であって
も、上記に説明した吸音効果および遮音効果を同様に得ることができる。
【００９３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明のフロア敷設材は、カーペット層が、表面から裏面への流

10

20

30

40

50

(11) JP 3897599 B2 2007.3.28



れ抵抗値が１００Ｎｓｍ - 3以上、１０００Ｎｓｍ - 3以下に調整されており、緩衝材層が、
空気を包含する性質の素材からなり、表面から裏面への流れ抵抗値が４０Ｎｓｍ - 3以上、
８００Ｎｓｍ - 3以下に調整されて

いるので、室内の騒音
レベルを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るフロア敷設材を示す断面図である。
【図２】室内の運転者および後席乗車員の耳位置における騒音レベルを示すグラフである
。
【図３】最も騒音レベルの高い周波数である１６０Ｈｚと２５０Ｈｚについて、室内の運
転者の足元のカーペット層近接位置から運転者の耳位置まで、２５ｃｍ間隔で騒音レベル
を測定した結果を示すグラフである。
【図４】最も騒音レベルの高い周波数である１６０Ｈｚと２５０Ｈｚについて、室内の後
席乗車員の足元のカーペット層近接位置から後席乗車員の耳位置まで、２５ｃｍ間隔で騒
音レベルを測定した結果を示すグラフである。
【図５】本発明の一実施形態に係るピースマットを示す断面図である。
【図６】図１に示したフロア敷設材上に図５に示したピースマットを配設した状態を示す
断面図である。
【図７】実験室での４００～４０００Ｈｚにおける垂直入射吸音率の測定結果を示すグラ
フである。
【図８】実験室での４００～４０００Ｈｚにおける透過損失の測定結果を示すグラフであ
る。
【図９】実車による自動車室内の運転者の耳位置での騒音レベルの測定結果を示すグラフ
である。
【符号の説明】
１０　　フロア敷設材
１１　　カーペット層
１１ａ，２３　接合材
１２　　緩衝材層
２０　　ピースマット
２１　　立毛パイル層
２２　　基布層
２４　　クッション材層
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おり、乗物が備えている原動機に比較的近い位置に配置
されるフロア敷設材のカーペット層の流れ抵抗値が、原動機に比較的遠い位置に配置され
るフロア敷設材のカーペット層の流れ抵抗値よりも低く設定されて



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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